
   

令和８年度宮城県立西多賀支援学校高等部（知的障害）入学者募集要項(第二次募集) 

 

                              宮城県立西多賀支援学校 

 

１ 募集学年、定員 

   高等部第１学年 若干名 

                              

２ 募集学科及び修業年限 

 (1）募集学科  高等部 普通科 

 (2）修業年限  ３年 

 

３ 出願資格 

   第二次募集に出願できる者は、知的障害のある重度重複障害者（療育手帳Ａかつ身体障害者手帳

１級相当に該当する者。）で、令和８年３月末日までに、中学校、特別支援学校（知的障害）中学

部を卒業した者若しくは卒業見込みの者、義務教育学校を卒業した者若しくは卒業見込みの者又は

中等教育学校の前期課程を修了若しくは修了見込みの者で宮城県内に住所を有する者のうち、以下

のいずれかに該当する者とする。 

① 本県の県立特別支援学校の高等部及び県立支援学校高等学園を受検し、合格していない者。 

② 本県の県立特別支援学校の高等部の第一次募集又は本県の県立支援学校高等学園に出願した

が、病気や不慮の事故等で受検できなかった者。 

③ 県外からの出願承認期間以降に、やむを得ない事由により県外から一家転住してきた者で、

県外の特別支援学校への入学意思がないことを確認できる者。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 出願制限 

(1) 出願できる県立特別支援学校の高等部は、第二次募集を実施する県立特別支援学校の高等部の一

つに限る。 

(2) 本県の県立特別支援学校高等部及び支援学校高等学園の第一次募集による合格者は、第二次募集

に出願できない。 

 

５ 出願手続 

(1) 出願に必要な書類は、本校校長が交付する。 

(2) 志願者は、出願に必要な書類を本校ホームページよりダウンロードする。 

(3) 志願者は、入学願書及び本校校長が指定した書類を、出身学校長に提出し、出身学校長は本校校

長に提出する。なお、出願書類の提出を郵送により行う場合は、封筒に「入学願書在中」と朱書

「学校教育法施行令第２２条の３に規定する程度の知的障害」 

①知的発達の遅滞があり、他人と意志疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要と

する程度のもの。 

②知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著

しく困難なもの。 

 

 



   

の上、受検票送付用封筒１通（長形３号封筒に簡易書留速達郵便料金分の切手を貼付し、出身学

校長名、住所、郵便番号等を明記したもの。）と併せて、本校校長に送付すること。 

(4) 出願書類を受理した本校校長は、出願者の出身学校長に対して、出願者の受検番号を付した受検

票を送付する。出願者は出身学校長から受検票を受け取る。 

(5) 出願に係る手数料は、徴収しない。 

(6) 本校において受理した書類（受検票送付用封筒、切手等を含む。）は、出願の取消等があっても

返還しない。 

 

６ 出願書類の提出 

(1) 出願書類 

① 入学願書（本校所定のもの：保護者記入） 

② 調査書（本校所定のもの：学校記入） 

③ 個人調査書（本校所定のもの：保護者記入）※両面印刷したもの 

④ 県外からの志願者は、県外からの宮城県立特別支援学校高等部・専攻科出願承認書（原本） 

（学校記入） 

(2) 出願 

① 出願期間   令和８年１月２２日(木) 

② 出願場所  宮城県西多賀支援学校 事務室  

③ 出願時間  午前９時から午後４時までとする。 

④ 出願方法  直接持参又は郵送 

 

７ 入学者選考について 

 (1) 期   日  令和８年１月２３日(金) 

 (2) 場  所   宮城県立西多賀支援学校 

 (3) 選考方法  ① 出願書類の審査 

② 面接 

 (4) 日  程  ・ 受  付 ９：００～  ９：２０ 

・ 諸 連 絡 ９：２０～  ９：３０ 

・ 面  接  ９：４０～１１：００ 

 (5) 合格発表及び通知 

   ① 令和８年１月２３日(金) 午後３時とする。 

   ② 合格者を本校玄関に受検番号により掲示する。結果に係る通知は、出身学校長及び出身学校

をとおして本人に通知する。なお、結果に係る通知書の郵送を希望する出身学校長は、結果通

知書用封筒１通（角形２号に簡易書留速達郵便料金分の切手を貼付し出身学校長名、住所、郵

便番号等を明記したもの。）を本校校長に送付すること。 

   ③ 電話等での合否の問い合わせには一切応じない。 

 

 

８ 教育相談について 

 (1) 本校を志願する者は、原則として事前に教育相談を受けること。 



   

(2) 高等部出願に関わる教育相談では、出願希望者から本校高等部の教育について質問・希望等を伺

いながら、教育課程について具体的に説明を行う。 

(3) 教育相談及び出願について問い合わせ先 

        宮城県立西多賀支援学校 〒982-0805 仙台市太白区鈎取本町２丁目１１番１７号 

           TEL（022）245-1183   FAX (022)245-8454  担当 主幹教諭 長澤 祐樹 


